
大和都市計画事業渋谷（南部地区）土地区画整理事業施行に関する条例の一 

部を改正する条例 

大和都市計画事業渋谷（南部地区）土地区画整理事業施行に関する条例（平成５年

大和市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第２４条第１項中「１００，０００円」を「１０，０００円」に改め、同条第２項

を次のように改める。 

２ 前項の規定により清算金を分割徴収する場合における当該清算金に付すべき利子

の利率は、法第１０３条第４項の規定による公告をした日の翌日における財政融資

資金（財政融資資金法（昭和２６年法律第１００号）第２条に規定する財政融資資

金をいう。）の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率（当

該利率が年６パーセントを超えるときは、年６パーセント）とし、第１回の分割徴

収すべき期日の翌日から付するものとする。ただし、当該利率が１パーセントを下

回る場合については、これを切り捨てるものとする。 

(1) 償還期間 ５年以内 

(2) 据置期間 無 

(3) 償還方法 元金均等半年賦償還 

別表を次のように改める。 

  



別表（第２４条関係） 

徴収又は交付すべき清算金の総額 
分割徴収又は分割交

付する期間 
分割の回数

１０，０００円以上２０，０００円未満 ６月以内 ２ 

２０，０００円以上３０，０００円未満 １年以内 ３以内 

３０，０００円以上４０，０００円未満 １年６月以内 ４以内 

４０，０００円以上５０，０００円未満 ２年以内 ５以内 

５０，０００円以上６０，０００円未満 ２年６月以内 ６以内 

６０，０００円以上７０，０００円未満 ３年以内 ７以内 

７０，０００円以上８０，０００円未満 ３年６月以内 ８以内 

８０，０００円以上９０，０００円未満 ４年以内 ９以内 

９０，０００円以上１００，０００円未満 ４年６月以内 １０以内 

１００，０００円以上 ５年以内 １１以内 

 

  



附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


